
2026年6月22日

一般社団法人 日本自動車工業会 サプライチェーン委員会 調達部会長
トヨタ自動車株式会社 調達本部 サプライチェーン戦略部長

本間 圭祐

自動車サプライチェーンにおける
取適法遵守に向けた取り組み



日本における自動車産業

■ 裾野が広く、幅広い分野に関係する基幹産業 （出典）日本自動車工業会
トヨタ自動車webサイト(2023年実績)
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自動車産業での取適法(含 下請法時代) 違反勧告

■それにも関わらず、型の無償保管を中心に違反勧告が頻発
⇒ 公正取引委員会・中小企業庁から自動車業界への改善要請を頂いた
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【足元 自動車業界 勧告事案】 型保管関連

25年 1月  東京ラヂエーター製造 ●

2月  愛知機械工業 ●

 中央発條 ●

3月  フタバ九州 ●

 クノールブレムゼ商用車システム

4月  スズキ自販大分

 カヤバ ●

6月  いづみ工業 ●

7月  美里工業 ●

8月  岩機ダイカスト工業

9月  ジェイテクト

10月  トヨタ自動車東日本 ●

11月  三菱ふそうトラックバス ●

12月  スニック（スズキ子会社） ●

12月  東洋電装 ●

26年 ２月  日産東京販売

 矢崎部品 ●

３月  松尾製作所 ●

 徳島トヨタ自動車

6月  ホンダ茨城南



約480社 約10,000社
（のべ）

約20,000社
（のべ）

約28,000社
（のべ）

サプライチェーン全体像
（主に部品）

約60,000社
（のべ）

車両
トヨタ自動車

ランプ
A社

ゴムカバー
F社

ブラケット
I社

レンズ
B社

タイヤ
K社

ゴム材料
G社

添加剤
H社

鋼板
J社

鋼材
J社

ｽﾁｰﾙｺｰﾄﾞ
L社 

表面処理
C社

樹脂材
E社

塗料
D社

合成ゴム
M社

１次仕入先 ２次仕入先 ３次仕入先 ４次仕入先以下

日本のサプライチェーン全体像（トヨタ自動車の例）

■ トヨタの部品取引だけで約60,000社、業界サプライチェーン全体への
 浸透には、明確な指針策定と発信・周知徹底の活動が必要
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Tier2以降の仕入先とは、直接取引の
 関係にないため、価格に関する
 コミュニケーションは、取引上の守秘義務や、
 独禁法上の疑義(不公正な取引方法)
などの課題あり

難しさ

日本国内のTier深く含めた仕入先数は膨大
なかなか全社に直接語りかけられない

業界の想い

産業全体の魅力
を引き上げたい

Tier深くへ広く
想いをお届けしたい

日本のサプライチェーン全体像

■ 更に、完成車メーカーはTier2以降とのコミュニケーションに課題あり、
 個社個社の努力を継続しつつも、業界団体としての活動が大変重要
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日本のサプライチェーン全体像

■ 自動車5団体の内、サプライチェーンは主に自工会と部工会で担う
 但し加盟会社数はサプライチェーン数万社規模の内の450社程度に留まる

団体名 会社数 概要

日本自動車工業会
（自工会 : JAMA）

14社
完成車メーカーの団体
産業政策、環境・安全対応、国際連携を担う

日本自動車部品工業会
（部工会 : JAPIA）

434社
(2026年
現在時点)

自動車部品メーカーの団体
技術標準化、品質向上、サプライチェーン強化

日本自動車車体工業会 約 220社 トラック・バス・特装車の車体、架装メーカーの団体

日本自動車機械器具工業会 約 40社 生産設備・整備機器メーカーの団体

日本自動車販売協会連合会 約 1,380社 自動車販売会社の団体
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渉外

自工会活動概要

方針立案

・部工会アンケートによる浸透状況の
見える化・把握

 ・部工会との連携強化体制の構築
 ・状況/環境に応じた自主行動計画の改訂

周知・発信

・両会会長連名メッセージ発信
 ・メディアレクと両会ホームページ掲載 
 ・中企庁との鼎談~中企庁HP掲載
 ・講演会によるtier深くへの理解促進活動

省庁連携

・取適法 勉強会 w/公取委・経産省
・物流改正法 勉強会
・型管理方法の学び合いWG

研鑽

・自動車サプライチェーン取引適正化会議、
 取引問題小委員会 等への参画

■ 部工会との強固な連携で、幅広く活動推進

6/20



① 法改正による
改訂

取適法改正、
自動車産業適正取引ガイドライン
改訂を反映

• 用語の変更～下請事業者→中小受託事業者など
• 価格協議の義務化を記載
• 手形払等の禁止を反映した支払い条件への変更

勧告事案を踏まえた対応（自主行動計画・徹底プランの改訂）

③ 自工会・部工会の
考えに基づく改訂

取引適正化の浸透に向けた変更
実務運用の具体化を追記

• 労務費の価格転嫁の指標、対象期間等の修正
• 型取引の保管費支払い等の修正
• 従業員基準の追加に係る確認頻度の記載

② 公取委・中企庁からの 
要請内容を踏まえた
改訂

相次ぐ勧告を踏まえた公取委・
中企庁の要請事項を反映

• 受領拒否の禁止・不当な経済上の利益の提供要請の
禁止～一括生産に伴う部品等の受領拒否・無償保管

• 買いたたきの禁止～量産品を前提とした単価で補給品を
発注

• 型等の保管費の支払いに向けた算出方法の記載

■ 法改正内容のみではなく、勧告事案への対応や、
 それらを踏まえた団体としての運用を織り込み
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■ 特に労務費と型の保管については丁寧に定義

勧告事案を踏まえた対応（自主行動計画・徹底プランの改訂） 8/20



■ 長い歴史の中で、過去に受注先・発注先、双方に良しとして取り決め
 推進してきた運用の一つが、一括生産制度（※）
⇒ 結果として、足元で下請法への違反勧告に繋がったケースであり、

 自主行動計画にも対策を追記

勧告・指導
内容

自主行動計画
追記

(※) 量産終了後、受注者と合意の上で、発注者が部品製造打切りになるまでに必要な数を提示し、受注者が一括で生産
       部品保管者は、出荷実績や量産終了後の経過年限で、発注者又は受注者の何れかが決定

勧告事案を踏まえた対応（自主行動計画・徹底プランの改訂） 9/20



主催 日本自動車工業会（JAMA）・日本自動車部品工業会（JAPIA）の共催

日時 2026年2月24日（火）14:00-16:00

対象 自工会、部工会 会員企業の仕入先管理部門、運送契約管理部門

形式 ZOOM（ウェビナー）

議題

冒頭と終わりの挨拶：自工会 調達部会長、部工会サプライチェーン部会長にて実施

資料 ①取適法テキスト、自動車ガイドライン、②適正取引 自主行動計画・徹底プラン ③物流 自主行動計画・物流支援ツール（事前配布）

その他
近日中に両会員企業へ案内を発信
説明会終了後、部工会ホームページへアーカイブ配信を予定（会員＋会員以外）※会員外へは会員へ展開を依頼

# 内容 説明者 時間

1
中小受託取引適正化法テキストの概要説明
・自動車製造業として、違反事例等を踏まえ特に留意すべき点を中心に解説。SC全体の法
令遵守認識向上を目的

公正取引委員会 30分

2
自主行動計画・徹底プラン改訂
・自主行動計画・徹底プランの主な改訂内容（公取・中企庁との協議ポイント等）等

自工会
部工会

20分

3
物流 自主行動計画の改訂と物流支援ツールの見直し
（１）特定運送委託としての取適法適用の概要とそれに伴う留意点
（２）物流 自主行動計画の改訂と物流支援ツールの見直しの内容

自工会
部工会

20分

４ 質疑応答 - 20分

■ 改訂した内容について自工会・部工会全社への説明会開催 w/公取委
 アーカイブは部工会非加盟会社へも公開し、周知を図っている

勧告事案を踏まえた対応（自主行動計画・徹底プランの改訂） 10/20



開催日 主催 講演者 参加人数

太田地域
（スバル）

2023年
3月7日

・ 太田商工会議所
・ 部工会

【全説明会共通】

•経産省
自動車課

•部工会

・スバル
（常務調達本部副本部長）
・しげる工業（社長）

会場:   80名
WEB:  30名

計: 110名

浜松地域
（スズキ・ヤマハ）

2023年
10月16日

・ 部工会
（後援：浜松商工
会議所）

・スズキ（SC推進部長）
・ヤマハ（調達企画部長）
・ソミック石川（調達部長）

会場:   160名
WEB:  220名
    計:  380名

広島地域
（マツダ）

2024年
2月28日

・ 中国経済産業局
・ 部工会
（共催：広島商工
会議所）

・マツダ
（執行役員購買担当）
・ダイキョーニシカワ（社長）

会場:   100名
WEB:  200名
    計:  300名

藤沢地域
（いすゞ）

2024年
3月18日

・ 藤沢周辺の
  商工会議所、商工会
・ 部工会

・いすゞ（購買管理部長）
・プレス工業
（常務執行役員）

会場:   100名

講演会（各地域 適正取引推進説明会）

■ 各OEM所在地で代表OEM・部品メーカーが講演 w/経産省、商工会議所
 サプライチェーン全体への浸透を狙いTierの深い会社も招待し、
 適正取引の取組みを発信
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開催日 主催 講演者 参加人数

中部地域
（トヨタ）

2024年
10月16日

・ 中部経済産業局
・ 部工会
（共催：東北・九州経済産業局）

【全説明会共通】

•経産省
自動車課

•部工会

・トヨタ
（調達本部 副本部長）
・東郷製作所（取締役）

会場:    200名
WEB:   800名
    計:1,000名

倉敷地域
（三菱）

2024年
11月21日

・ 中国経済産業局
・ 部工会

・三菱
（執行役/購買担当）
・ヒルタ工業（社長）

会場:    120名
WEB:   280名
   計:    400名

日野八王子地域
（日野）

2024年
12月5日

・関東経済産業局
・部工会

・日野（機能長/購買）
・日本発条（会長）

会場:    190名

大阪地域
（ダイハツ）

2025年
4月16日

・近畿経済産業局
・部工会
（共催：九州経済産業局）

・ダイハツ
（資材調達部 部長）
・リョービ
（執行役員、調達部長）

会場:    145名
WEB:   457名

 計:    602名

関東地域
（ホンダ）

2025年
8月21日

・関東経済産業局
・部工会
（共催：中部・九州経済産業局）

・ホンダ
（執行役常務、購買本部長）
・Astemo
（コーポレートオフィサー 副調達統括本部長）

会場 :   150名
WEB:   480名
   計:    630名

大宮地域
（UDトラックス）

2025年
12月11日

・関東経済産業局
・部工会

・UDトラックス
（専務取締役）
・リケンNPR
（調達統括部 担当部長）

会場:    100名

25年度実施分

講演会（各地域 適正取引推進説明会） 12/20



主催 日本自動車工業会（自工会/JAMA）・日本自動車部品工業会（部工会/JAPIA）の共催

日時 2025年11月21日（金）10:00～12:00（２時間）

形式 ZOOM（ウェビナー）

内容

アーカイブ

【アーカイブ動画・資料】自工会・部工会 取適法セミナー（2025/11/21開催）
https://www.japia.or.jp/topics_detail34/id=6245
※サプライチェーンに関わる皆様（会員・会員外を問わず）、幅広くご展開いただけます。
一方で、本資料およびアーカイブ動画の営利目的での利用は固くお断りしております。ご了承ください。

# 議題 説明者 時間

1 開催挨拶 自工会 調達部会 加藤部会長

2 取引適正化に向けた政府の方針・政策について
経産省 自動車課
高木 課長補佐

25分

３ 運用基準を踏まえた実務上の留意点
のぞみ総合法律事務所

大東弁護士
80分

４ 質疑応答 - 10分

5 閉会挨拶 部工会 SC部会 渡辺部会長

取適法(法改正)への対応

■ 更に、法改正理解促進の説明会も開催、弁護士が要点解説 w/経産省
 同様にアーカイブは部工会非加盟会社へも公開
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■ 改訂等の重要な変化点の度に、業界全体へ両会連名レター発信で周知

取適法(法改正)への対応 14/20



■ 法改正を機に、中企庁・部工会・自工会で鼎談、サプライチェーン全体への
 浸透や、生産性向上と適正取引の両立の重要性を言語化し発信

取適法(法改正)への対応 15/20



自動車サプライチェーン取引適正化会議

■ 実態調査アンケートの結果から、着実に価格転嫁の浸透は進んでいるが、
 サプライチェーンは広く深いため、まだまだ道半ばであることを確認
 一方、保管費の運用など、実務現場がサステナブルに運用できる仕組みが
 必要であり、自工会として言及
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自工会での型管理方法の学び合い

■ 『型保管費の確実な支払い』 と並行して、サプライチェーン全体の競争力
強化につながる 『不要な型の廃却促進』 を二本柱として取り組み（w/部工会）

STEP1

■25／4 型管理W/Gを立上げ
       量産終了～型廃却までのプロセスにおいて、型廃却の阻害要因と
       思われる4つの課題を整理

①廃止品番の選定（供給年限など）
 ②廃却可能な型の選定（含 一括生産ルール）
 ③品番と型の紐付け
 ④仕入先との情報共有／連絡（頻度など）

STEP2

■『③品番と型の紐付け』 を最優先課題と位置づけ、各社での
       課題認識と改善の取り組みを共有し、改善の参考となる
       ベストプラクティスとしてとりまとめ

STEP3（今後）

■4つの課題に加え、部工会から受注者の立場でのお困り事を
       お伺い。 優先順位をつけて、連携して課題解消に取組み

【STEP1 4つの課題】 

【STEP2 ベストプラクティス（抜粋）】 
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トヨタの発信（適正取引・仕入先製造現場改善・物流） 18/20



トヨタの発信（価格転嫁） 19/20



自動車業界として、自主行動計画での宣言の通り、
国際情勢を中心とする難しい環境の中でも、

 適正取引推進への改善努力を継続することが、
サプライチェーンの強靭化に繋がると考えております。

自工会としても、トヨタとしても、
自動車産業のために努力を惜しまず、

他業界の模範となれます様に、
それが日本全体への貢献となると信じ、

精進してまいります。
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